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１ 地震災害対策計画及び風水害等災害対策計画  

（1） 愛知県地域防災計画の修正内容と整合を図るもの（※については平成 28 年熊本地震の

課題検証報告を踏まえた修正事項） 

ア 支援物資の円滑な受援供給体制の整備についての追記（※） 

（地震新旧 P6、風水害等新旧 P5） 

災害時に国等からの支援物資の受入・供給を円滑に行うことができるよう、物資拠

点における作業体制等についての検討を行う等の対策について記載 

 イ 学生等が日常生活で災害について学ぶ機会の充実についての追記（※） 

（地震新旧 P12、風水害等新旧 P13） 

災害時のボランティア活動へ若年層の参加がとりわけ期待されていることから、学

生等が日常生活で災害について学ぶ機会を充実させる旨の記載 

  ウ 車中、テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への支援についての追記（※） 

（地震新旧 P17,33、風水害等新旧 P21,44） 

避難所の運営にあたっては、現に避難所に滞在する住民だけでなく、在宅や車中、

テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への支援も念頭に置いた運営体制の

検討について追記 

エ 市長会や町村会との連携による災害時応援体制の強化についての追記（※） 

（地震新旧 P26、風水害等新旧 P30） 

県及び県内の被害のない（少ない）市町村が連携した迅速・効率的な応援の実現に

向けて、平成 29 年４月に県が県市長会及び県町村会と協定を締結したことに伴い、

県内被災市町村の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、県及び市

町村が連携した応援の実施について追記 

  オ 避難情報に係る名称の変更に関しての修正 

（地震新旧 P31,32、風水害等新旧 P7,14,40～43） 

「避難準備情報」が「避難準備・高齢者等避難開始」に、「避難指示」が「避難指示

（緊急）」に変更になったことに伴う修正 

  カ 災害救助法に関する記載の充実（地震新旧 P35,41、風水害等新旧 P46,51） 

    災害救助法が適用された場合の救助事務の実施者等を整理し、追記 

キ 住家被害認定調査に関する体制の強化に関しての修正 

（地震新旧 P42、風水害等新旧 P52） 

罹災証明の交付体制を確立し、他の地方公共団体や民間団体の応援の受入れ体制の

構築を計画的に進める等、交付に必要な業務の実施体制の整備に関する事項の記載 
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（2） 水防法・土砂災害防止法の改正に伴う修正（風水害等新旧 P16,18） 

水防法・土砂災害防止法が平成 29 年６月に改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒

区域内の要配慮者利用施設において避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化

されたことに伴う修正 

 

（3） 当市の防災体制の見直し内容を反映するもの 

  ア 旧藤山台東小学校施設の整備に関する修正（地震新旧 P4,5、風水害等新旧 P20） 

    旧藤山台東小学校施設の整備に関する工事に伴い、平成 29年７月から平成 30 年３

月まで使用不可となる旨を追記 

  イ 災害用オストメイト専用トイレの配備に関する追記（地震新旧 P7） 

    要配慮者対策として、福祉避難所のうち９施設において、オストメイト（人工肛門・

人工膀胱保有者）専用の災害用簡易組立トイレを配備したことに伴う追記 

  ウ 東尾張地区災害時相互応援協定の締結に関する追記 

（地震新旧 P24、風水害等新旧 P28） 

    東尾張地区９市２町において災害が発生した場合に、円滑な相互応援を行うことを

目的として、平成 29 年７月に瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、

北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町と締結した「東尾張地区災害時相互応援協定」

に関する事項の追記 

  エ 衛星携帯電話の整備に関する追記（地震新旧 P28,29、風水害等新旧 P32,37） 

通信途絶時等に備え、市庁舎に衛星携帯電話を整備したことに伴う追記 

  オ 特設公衆電話の整備に関する追記（地震新旧 P34、風水害等新旧 P44） 

被災者が安否確認等を行うための緊急連絡手段を確保することを目的とした、指定

避難所及び福祉避難所への特設公衆電話を整備したことに伴う追記 

     

２ 原子力災害対策計画 

（1） 高速増殖炉研究開発センター（もんじゅ）の廃止の決定の旨の追記（原子力新旧 P1） 

（2） 国立研究開発法人放射線医学総合研究所の名称変更による修正（原子力新旧 P2） 

   「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」が「国立研究開発法人量子科学技術研究

開発機構」に名称を変更したことに伴い修正 

（3） 旧藤山台東小学校施設の整備に関する修正（原子力新旧 P2） 

旧藤山台東小学校施設の整備に関する工事に伴い、平成 29年７月から平成 30年３月

まで使用不可となる旨の追記 


